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令和元年第２回鬼北町議会臨時会 

   令和元年５月１５日（水曜日） 

◯議事日程 

  令和元年５月１５日午前９時００分開議 

日程第１   会議録署名議員の指名 

日程第２ 会期の決定 

日程第３ 諸般の報告 

日程第４ 承認第１号 町長の専決処分（鬼北町税条例等の一部を改正する条例）

の承認について 

日程第５ 承認第２号 町長の専決処分（鬼北町国民健康保険税条例の一部を改正

する条例）の承認について 

日程第６ 承認第３号 町長の専決処分（鬼北町介護保険条例の一部を改正する条

例）の承認について 

日程第７ 議案第３１号 工事請負契約（平成３０年７月豪雨災害林道復旧事業林道

広見日吉線１号箇所災害復旧工事）の締結について 

日程第８ 同意第２号 鬼北町消防委員の選任について 

追加日程第１ 議長の辞職許可について 

追加日程第２ 議長の選挙 

追加日程第３ 副議長の辞職許可について 

追加日程第４ 副議長の選挙 

追加日程第５ 議席の指定 

日程第９ 常任委員会委員の選任について 

日程第 10 議会運営委員会委員の選任について 

日程第 11 宇和島地区広域事務組合議会議員の選挙について 

追加日程第６ 議員の派遣について 

 

◯本日の会議に付した事件 

 議事に同じ 

 

◯出席議員（１２名） 

 １番 髙 橋 聖 子   ２番 中 山 定 則 

 ３番 末 廣   啓  ４番 山 本 博 士 

 ５番 赤 松 俊 二   ６番 松 下 純 次 

 ７番 芝   照 雄   ８番 福 原 良 夫 

９番 程 内   覺  １０番 松 浦   司 

１１番 山 崎   保  １２番 渡 邊 眞 次 

 

○欠席議員（０名） 
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◯議会事務局 

議会事務局長 谷 口 浩 司  書 記 鶴 井 留 美 

 

◯説明のため出席した者 

町 長 兵 頭 誠 亀  副 町 長 井 上 建 司 

総務財政課長 佐 竹   誠  企画振興課長 二 宮   浩 

町民生活課長 古 谷 忠 志  保健介護課長 芝   達 雄 

日 吉 支 所 長 那 須 周 造  環境保全課長 高 田 達 也 
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      会  議  経  過              令和元年５月１５日 

○事務局長（谷口浩司君） 

 起立願います。 

礼。 

着席ください。 

○議長（程内覺君） 

 改めまして、おはようございます。 

ただいまから、令和元年第２回鬼北町議会臨時会を開会します。 

 

（午前９時００分 開議） 

 

町長から招集の挨拶があります。 

○町長（兵頭誠亀君） 

 おはようございます。 

令和元年第２回鬼北町議会臨時会を招集いたしましたところ、ご参集いただきまして誠

にありがとうございます。 

日本は、平成から令和に移り、新たな時代を迎えました。令和の時代が平和で穏やかな

時代になることを心から願いたいと考えております。 

さて、平成の時代の地方行政を振り返ってみますと、２００８年のリーマンショック以

降、世界的な景気の悪化の中、日本においても地方経済の低迷や、地方財政の悪化等によ

り平成の大合併が進められ、愛媛県においても７０市町村が２０市町に再編し、我が鬼北

町が誕生いたしました。 

健全財政の推進と同時にきめ細かな行政サービスの展開が叫ばれる中で、新町発足から

１０年あまりが経過いたしました。この間議員各位のご理解ご協力をいただきますととも

に、町民の方々の弛まない町づくりへのご努力に心から感謝申し上げる次第でございま

す。 

一方、日本各地における未曾有の災害の多発は、大きな驚きと同時に、防災行政の必要

性を痛感した時代でありました。 

令和の時代は、文化の創造という理念を掲げられておりますが、長い伝統に培われた文

化とともに鬼北を愛する気持ちを基本とした町づくり活動、思い、そのものに対して文化

と位置づけ、これを防災啓発を含めて、これまで以上に、安心安全な町づくりにしっかり

と取り組んでまいりたいと考えておりますので、よろしくお願い申し上げます。 

さて、本日の臨時議会には承認案件３件、工事請負契約の締結及び同意案件１件を提案

いたしております。 

以上、よろしくご審議いただきますようお願いいたしまして、令和元年第２回鬼北町議

会臨時会の招集あいさつといたします。よろしくお願いいたします。 

○議長（程内覺君） 

 これから、本日の会議を開きます。 

本日の議事日程は、先に配付しました別紙議事日程のとおりです。 

このとおり議事を進めたいと考えますので、各位のご協力をお願いします。 
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日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 

本日の会議録署名議員は、鬼北町議会会議規則第１２７条の規定により、１番、高橋聖

子議員、２番、中山定則議員、以上の両議員を指名します。 

 

日程第２、会期の決定についてを議題とします。 

お諮りします。 

本臨時会の会期は、本日１日限りとしたいと思います。 

これにご異議ありませんか。 

 （「異議なし」の声あり） 

○議長（程内覺君） 

 異議なしと認めます。 

したがって、本臨時会の会期は、本日１日限りとすることに決定をしました。 

 

日程第３、諸般の報告を行います。 

地方自治法第１２１条第１項の規定により、本日の会議事件説明のため、出席を求めて

いる者を報告します。 

町長、教育委員会教育長。 

町長、教育委員会教育長を通じ、副町長、会計管理者、支所長、各課長等の出席を求め

ております。これで諸般の報告を終わります。 

  

 日程第４、承認第１号、町長の専決処分（鬼北町税条例等の一部を改正する条例）の承

認についてを議題とします。  

町長から提案理由の説明を求めます。 

○町長（兵頭誠亀君） 

  日程第４、承認第１号、町長の専決処分（鬼北町税条例等の一部を改正する条例）の承

認について専決処分の報告をいたします。 

 地方税法等の一部を改正する法律等が平成３１年３月２９日に公布され、同年４月１日

から施行されたことに伴い、鬼北町税条例の一部を改正するため緊急を要したので、地方

自治法第１７９条第１項の規定により、専決処分をしたものであります。 

 改正した条例内容の詳細につきましては、町民生活課長が説明いたしますので、よろし

くご審議の上ご承認いただきますようお願い申し上げます。 

○町民生活課長（古谷忠志君） 

  それでは、専決処分した鬼北町条例第５号鬼北町税条例等の一部を改正する条例につい

てご説明いたしますので、議案書３ページをお開きください。 

  今回の専決処分は、地方税法等の一部を改正する法律等が平成３１年３月２９日に公布

され、同年４月１日から施行されたことから、地方自治法第１７９条第１項の規定により、

鬼北町税条例等の一部について所要の改正を行ったものであります。 

  今回の改正につきましては、第１条から第５条までの条立てで行っており、国の法律の

改正によるもので、規定の整備等多岐にわたっておりますので、主な改正点についてのみ
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ご説明されていただきますので、ご了承ください。 

  説明は別紙の新旧対照表で行いますのでそちらをご覧ください。左の現行の欄に掲げる

規定を右の改正後の欄に掲げる下線で示すように改正するものであります。なお、改正が

４月であり、新元号を使用しておりませんので、説明についても平成のままで説明させて

いただきますので、ご了承ください。 

  まず、第１条による改正をご説明いたします。１ページをご覧ください。 

  第３４条の７第１項及び第２項は、個人町民税の寄附金にかかる税額控除について規定

したものですが、ふるさと納税に関して返礼品の金額を寄附金額の３０％以下とするこ

と、返礼品を地場産品にすることなどの基準に適合するものについて、総務大臣が指定す

る特例控除対象寄附金とすることにしたことによる改正であります。これにより本年６月

１日以降、基準に適合しない場合は、特例控除の対象外となる場合があります。 

  ２ページをお開きください。 

附則第７条３の２は個人町民税の住宅借入金等の特別税額控除、いわゆる住宅ローン控

除の規定ですが、所得税の住宅ローン控除の適用を受けた者が所得税から控除しきれなか

った額を翌年度分の個人住民税から控除する制度において、平成３１年１０月１日から平

成３２年１２月３１日までに入居し、取得費用が消費税１０％の場合には、適用期間が延

長されたことに伴い、平成４３年度までを平成４５年度までに改め、合わせて納税通知書

が送達される時までに提出された申告書に住宅ローン控除に関する事項の記載があるこ

との要件が不要となったため、左欄の第２項を削るものです。 

  続いて５ページをお開きください。 

附則第９条及び６ページの９条の２については、個人の町民税の寄附金税額控除に係る

申告の特例等について、ふるさと納税を行い税額控除を受けようとする場合には、寄附金

を受領する自治体に申告特例通知書を申請すれば、当該自治体から寄附者の住所地の自治

体へ申告特例通知書が送付され、控除が受けられること等を規定するものです。 

  続いて８ページをお開きください。 

下段附則第１０条の３に新たに加える第６項につきましては、河川法に規定する高規格

堤防の整備事業に使用された土地の上に建築された家屋について、移転補償を受けて建て

替えをするもので、建て替え家屋に係る固定資産税の減額を受けようとする場合の申告の

方法を規定するものです。 

  続いて１１ページをお開きください。 

附則第１６条については、軽自動車税の税率の特例について規定したものですが、軽自

動車税のグリーン化特例について、第１条改正から第３条改正までの三段階で改正するも

ので、この第１条での改正では、平成３１年度課税においては、平成１８年３月３１日ま

でに初年度検査を受けた車両について、おおむね２０％税額が上乗せされることを規定す

るものです。合わせて１１ページから１３ページの左の欄にある附則第１６条第２項から

第４項までの平成２９年度分の減税の規定を削除するものです。 

  続きまして第２条による改正をご説明いたします。１６ページをお開きください。 

附則第３６条の２につきましては、町民税の申告についての規定ですが、新たに加える

同条第７項は、給与の年末調整を受けた者が確定申告書を提出する場合に、所得控除額が

年末調整で適用を受けた額と移動がない時は申告書の一部の記載が省略できることを規



  ６  

定したものです。 

  １７ページの附則第３６条３の２及び第３６条の３の３は、個人の町民税に係る給与所

得者及び公的年金等受給者の扶養親族等申告書について規定したものですが、それぞれ第

１項第３号として単身児童扶養者に該当する場合は申告書にその旨を記載することを規

定するものです。 

  １９ページをお開きください。 

新たに加える下段、附則第１５条の２については、購入時に係る軽自動車税の環境性能

割の非課税について規定したもので、平成３１年１０月１日から平成３２年９月３０日ま

でに購入された環境基準がある一定以上の通常税率が１％の軽自動車については非課税

とすることを規定するものです。 

  ２０ページをお開きください。 

附則第１５条の２の３につきましては、軽自動車税の環境性能割の賦課徴収の特例につ

いて規定したものですが、同条第２項から第４項では賦課徴収に関しては国土交通大臣の

認定等に基づき判断すること、偽りその他不正な手段で国土交通大臣の認定を受けたこと

により徴収額に不足が生じた場合の措置、その場合の加算徴収額を１００分の１０の割合

を乗じた額とすることを新たに加えるものです。 

  ２１ページの附則第１５条の６については、軽自動車税の環境性能割の税率の特例につ

いて規定したものですが、中段の同条第３項に平成３１年１０月１日から平成３２年９月

３０日までに購入された通常税率が２％の軽自動車については、税率を１％とする特例を

設けるものです。同じく２１ページからの附則１６条については、軽自動車税の種別割の

税率の特例を規定したものですが、初年度検査を受けてから１４年を経過した車両の重課

税の規定の整備と２２ページ、２３ページの環境性能に応じた区分ごとに平成３１年度及

び平成３２年度に初年度検査を受けた車両の平成３２年度及び平成３３年度分の軽自動

車税の種別割の軽減について規定した第２項から第４項までを新たに加えるものです。そ

れぞれの表の中段の税額が右欄の税額に減額されることになります。 

  ２５ページをお開きください。 

附則第１６条の２については、軽自動車税の種別割の賦課徴収の特例について規定した

もので、先ほど説明した環境性能割の規定と同様に賦課徴収に関しての判断基準、不正に

より徴収額に不足が生じた場合の措置の規定を新たに加えるものです。 

  続きまして第３条による改正をご説明いたします。２６ページをお開きください。 

第２４条につきましては、個人の町民税の非課税の範囲を示したものですが、同条第１

項第２号の改正により、子供の貧困に対応するため一定所得以下の単身児童扶養者を非課

税対象者に加えるものです。 

  続いてその下の附則第１６条につきましては、軽自動車税の種別割の税率の特例に関す

る規定ですが、同条に２７ページの第５項を加えるものです。これは電気軽自動車及び、

一定の排出ガス性能を備えた天然ガス軽自動車のうち、自家用の三輪以上の軽自動車であ

って、常用のものが平成３３年４月１日から平成３４年３月３１日までの間に初年度検査

が実施されたものについては、３４年度分の種別割に限り、平成３４年４月１日から平成

３５年３月３１日までの間に初年度検査が実施されたものについては、３５年度分の種別

割に限り、税額のおよそ７５％が軽減されることを規定したものです。 
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  続きまして第４条による改正をご説明いたします。２８ページをご覧ください。 

第４条による改正につきましては、平成２８年の鬼北町税条例等の一部を改正する条例

の一部を改正するものです。改正する附則第１５条の６につきましては、軽自動車の環境

性能割の税率の特例について規定したものですが、これにつきましては法改正に伴う規定

の整備であります。 

  続きまして第５条による改正をご説明いたします。２９ページをご覧ください。 

第５条による改正につきましては、平成３０年の鬼北町税条例等の一部を改正する条例

の一部を改正するものです。改正のおもな内容は、第４８条に新たに第５項を加えるもの

です。３１ページ以降の第１３項から第１７項までの内容といたしましては、資本金が１

億円を超える内国法人については、平成３２年４月から電子申告が義務化されております

が、当該企業が電気通信回線の故障、災害その他の理由により電子申告が困難と認められ

る場合で、町長が認めた場合には、書面での提出を認めることとする旨の規定及びその申

請方法等について規定したものです。新旧対照表での説明は以上でありまして、議案書の

１０ページに戻っていただきまして、附則について説明いたします。 

  附則第１条施行期日、この条例は平成３１年４月１日から施行する。ただし、次の各号

に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。とするものであります。 

  また、町民税、固定資産税、軽自動車税に関する経過措置も設けられておりますのでお

目通しをお願いします。 

  以上で鬼北町条例第５号、鬼北町税条例等の一部を改正する条例の説明といたします。

ご審議のほどよろしくお願いします。 

○議長（程内覺君） 

 説明が終わりました。 

これから質疑を行います。 

質疑はありませんか。 

（「質疑なし」の声あり） 

○議長（程内覺君） 

 質疑なしと認めます。 

これから討論を行います。 

討論はありませんか。 

（「討論なし」の声あり） 

○議長（程内覺君） 

  討論なしと認めます。 

 これから承認第１号、町長の専決処分（鬼北町税条例等の一部を改正する条例）の承認

についてを採決します。 

 本案は、原案のとおり承認することにご異議ありませんか。 

 （「異議なし」の声あり） 

○議長（程内覺君） 

 異議なしと認めます。 

したがって、承認第１号は、原案のとおり承認することに決定されました。 

日程第５、承認第２号、町長の専決処分（鬼北町国民健康保険税条例の一部を改正する



  ８  

条例）の承認についてを議題とします。 

町長から提案理由の説明を求めます。 

○町長（兵頭誠亀君） 

  日程第５、承認第２号、町長の専決処分（鬼北町国民健康保険税条例の一部を改正する

条例）の承認について専決処分の報告をいたします。 

 地方税法施行令の一部を改正する政令等が平成３１年３月２９日に公布され、同年４月

１日から施行されたことに伴い、鬼北町国民健康保険税条例の一部を改正するため緊急を

要したので地方自治法第１７９条第１項の規定により、専決処分をしたものであります。 

 改正した条例内容の詳細につきましては、町民生活課長が説明いたしますので、よろし

くご審議の上ご承認いただきますようお願いいたします。 

○町民生活課長（古谷忠志君） 

  それでは、専決処分した鬼北町条例第６号鬼北町国民健康保険税条例の一部を改正する

条例についてご説明いたしますので、議案書１５ページをお開きください。 

 今回の専決処分は、地方税法施行令の一部を改正する政令等が平成３１年３月２９日に

公布され、同年４月１日から施行されたことに伴い、地方自治法第１７９条第１項の規定

により、鬼北町国民健康保険税条例の一部について所要の改正を行ったものであります。 

 主な改正内容は、保険税負担に対する公平性の確保の観点から賦課限度額の引き上げ及

び中低所得層の保険税負担を軽減する措置を講ずることとしたものであります。 

 説明は別紙新旧対照表で行いますので、そちらをご覧ください。左の現行の欄に掲げる

規定を右の改正後の欄に掲げる下線で示す規定に改正するものであります。 

 １ページをご覧ください。 

１ページ第２条につきましては、課税額について規定したものですが、同条第２項の改正

につきましては、基礎課税額の賦課限度額、保険税の上限額を５８万円から６１万円に引

き上げるものです。その下の第２３条については、世帯の収入による国民健康保険税の減

額措置について規定したものですが、本文中の改正は、基礎課税額から規定による額を減

額して得た額が５８万円を超える場合には、賦課限度額を５８万円としていたものを、第

２条の改正に伴い、６１万円に引き上げるものであります。 

 ２ページに移りまして、同条第２項は、均等割、平等割が５割軽減される世帯に係るも

のでありますが、５割軽減の対象となる世帯の軽減判定所得の算定において、世帯の被保

険者数の数に乗ずべき金額を一番上の行にありますように２７万５千円としていたもの

を、２８万円に引き上げるものであります。 

 ３ページに移りまして、第２３条第３号は、均等割、平等割が２割軽減される世帯に係

るものでありますが、２割軽減の対象となる世帯の軽減判定所得の算定において、世帯の

被保険者数に乗ずべき金額を５０万円としていたものを、５１万円に引き上げるものであ

ります。 

 新旧対照表による説明は以上でありまして、議案書の１５ページにお戻りください。附

則第１条施行期日、この条例は平成３１年４月１日から施行する。附則第２条適用区分、

この条例による改正後の鬼北町国民健康保険税条例の規定は、平成３１年度以後の年度分

の国民健康保険税について適用し、平成３０年度分までの国民健康保険税については、な

お従前の例によるとするものです。 
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 以上で鬼北町条例第６号、鬼北町国民健康保険税条例の一部を改正する条例の説明とい

たします。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

○議長（程内覺君） 

 説明が終わりました。 

これから、質疑を行います。 

質疑はありませんか。 

（「質疑なし」の声あり） 

○議長（程内覺君） 

  質疑なしと認めます。 

 これから討論を行います。 

 討論はありませんか。 

 （「討論なし」の声あり） 

○議長（程内覺君） 

  討論なしと認めます。 

 これから承認第２号、町長の専決処分（鬼北町国民健康保険税条例の一部を改正する条

例）の承認についてを採決します。 

本案は、原案のとおり承認することにご異議ありませんか。 

 （「異議なし」の声あり） 

○議長（程内覺君） 

  異議なしと認めます。 

 したがって、承認第２号は、原案のとおり承認することに決定されました。 

 

 日程第６、承認第３号、町長の専決処分（鬼北町介護保険条例の一部を改正する条例）

の承認についてを議題とします。 

 町長から提案理由の説明を求めます。 

○町長（兵頭誠亀君） 

  日程第６、承認第３号、町長の専決処分（鬼北町介護保険条例の一部を改正する条例）

の承認について専決処分の報告をいたします。 

 介護保険法施行令及び介護保険の国庫負担の算定に関する政令の一部を改正する政令

が平成３１年３月２９日に公布され、同年４月１日から施行されたことに伴い、鬼北町介

護保険条例の一部を改正するため緊急を要したので、地方自治法第１７９条第１項の規定

により、専決処分をしたものであります。 

 改正した条例内容の詳細につきましては、保険介護課長が説明いたしますので、よろし

くご審議の上ご承認いただきますようお願いいたします。 

○保険介護課長（芝達雄君） 

  それでは、専決処分した鬼北町条例第７号鬼北町介護保険条例の一部を改正する条例に

ついてご説明いたしますので、議案書１８ページをお開きください。 

 今回の専決処分の概要につきましては、介護保険法施行令及び介護保険の国庫負担金の

算定等に関する政令の一部を改正する政令が平成３１年３月２９日に公布され、同年４月

１日から施行されたことから、緊急を要したため専決処分を行ったものであります。 
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 改正内容としては、本年１０月から予定されている消費税率引き上げに伴い、社会保障

と税の一体化改革の一つとして実施され、町民税非課税世帯を対象にした介護保険料の軽

減強化を図るものであります。 

 次に、具体的な内容についてご説明をいたしますのでお配りしております新旧対照表を

ご覧ください。 

改正は第２条第１項で規定している料率の段階９段階のうち、今回の改正対象となる第

１段階から第３段階の被保険者の保険料率を改正するものであり、第２条第３項で第１段

階の料率を５，７００円、同条第４項で第２段階の料率を９，５００円、同第５項で第３

段階の料率を１，９００円それぞれ減額した額を項を加えて改正するものであります。 

 議案の１８ページに戻っていただきまして、附則施行期日、この条例は平成３１年４月

１日から施行する。経過措置、この条例による改正後の第２条の規定は、平成３１年度分

の保険料から適用し、平成３０年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例によ

る。とするものであります。 

 以上で鬼北町条例第７号鬼北町介護保険条例の一部を改正する条例の説明といたしま

す。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

○議長（程内覺君） 

  説明が終わりました。 

 これから、質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

 （「質疑なし」の声あり） 

○議長（程内覺君） 

 質疑なしと認めます。 

これから討論を行います。 

討論はありませんか。 

（「討論なし」の声あり） 

○議長（程内覺君） 

  討論なしと認めます。 

 これから承認第３号、町長の専決処分（鬼北町介護保険条例の一部を改正する条例）の

承認について採決します。 

 本案は、原案のとおり承認することにご異議ありませんか。 

 （「異議なし」の声あり） 

○議長（程内覺君） 

  異議なしと認めます。 

 したがって、承認第３号は、原案のとおり承認することに決定されました。 

 

 日程第７、議案第３１号、工事請負契約（平成３０年７月豪雨災害林道復旧事業林道広

見日吉線１号箇所災害復旧工事）の締結についてを議題とします。 

 町長から提案理由の説明を求めます。 

○町長（兵頭誠亀君） 

  日程第７、議案第３１号、工事請負契約（平成３０年７月豪雨災害林道復旧事業林道広
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見日吉線１号箇所災害復旧工事）の締結について提案理由の説明をいたします。 

 一般競争入札に付した平成３０年７月豪雨災害林道復旧事業林道広見日吉線１号箇所

災害復旧工事について、請負契約を締結するため、鬼北町議会の議決に付すべき契約及び

財産の取得又は処分に関する条例第２条の規定により議会の議決を求めるものでありま

す。 

１契約の目的、平成３０年７月豪雨災害林道復旧事業林道広見日吉線１号箇所災害復旧

工事、２契約の方法、一般競争入札、３契約の金額、１１１，１５０，５８６円、４契約

の相手方、愛媛県松山市恵原町甲６７番地１、株式会社黒石ネット、代表取締役黒石侑希

であります。 

なお、詳細につきましては、総務財政課長が説明をいたしますので、ご審議のほどよろ

しくお願いいたします。 

○総務財政課長（佐竹誠君） 

  それでは、議案第３１号工事請負契約平成３０年７月豪雨災害林道復旧事業林道広見日

吉線１号箇所災害復旧工事の締結について説明をいたします。 

 議案第３１号工事請負費の締結についてでありますけれど、議会の議決を求めておりま

す。平成３０年７月豪雨災害林道復旧事業林道広見日吉線１号箇所災害復旧工事の仮契約

の締結に至るまでの経過等についてご説明をいたします。 

 林道広見日吉線１号箇所につきましては、平成３０年７月３日から７月８日にかけまし

て豪雨により林道法面が約７０メートル上部から大きく崩落し、当該林道が利用できない

状況となっております。この林道を利用しての森林作業も積極的に行われている重要路線

でもあり、国の災害復旧事業により早期復旧を図るもので、工事の概要につきましては、

次のとおりであります。 

 施工延長６６メートル、崩土除去４，０２４立方メートル、現場吹付法枠工３，０４５．

７メートルなど、崩落法面の保護工として現場吹付法枠工を主たる工手として復旧する計

画としております。工期は、議会の議決を得た日の翌日から令和２年２月２８日までとし、

年度内の完成を目指すものであります。 

 次に、仮契約の締結に至るまでの経過についてご説明をいたします。今回の工事の入札

にあたりましては、鬼北町一般競争入札実施要綱に基づき、一般競争入札といたしたもの

でありますが、入札参加資格につきましては、実施要綱に基づくとともに、鬼北町競争参

加資格審査会における審査を経て、町長が定めたものであります。入札参加資格要件等に

ついてでありますけれど、建設業法第３条に基づくとび土工工事業の許可を受け、愛媛県

内に本店を有し、愛媛県建設工事業請負業者選定要領に基づくとび土工工事業の格付けが

Ａ等級以上のもので、建設業法第２７条の２３第１項の規定に基づく経営事項審査を受け

ているものであることとなっております。 

 なお、今回の入札の執行にあたりましては、鬼北町低入札価格調査制度実施要綱で定め

る調査基準価格及び失格判断基準を設定することとしたところであります。平成３１年４

月１日入札公告をいたしまして、４月１６日に一般競争入札を執行いたしましたところ、

株式会社黒石ネットを含む３社が入札会に参加いただきました。 

 入札の結果、３社とも予定価格の制限の範囲内でしたけれど、１社は失格判断基準の一

つに該当したため失格となり、調査基準価格以上の入札で最低の価格をもって入札した株
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式会社黒石ネットを落札候補者としたところであります。 

 ４月１８日開催の鬼北町競争参加資格審査会におきましては、提出書類等の審査を行

い、契約の内容に適合した工事の履行がなされると認められることから、落札者に決定し、

４月１８日付で同社と契約額１１１，１５０，５８６円で仮契約を締結したところであり

ます。以上で工事概要及び仮契約の締結に至るまでの経過等につきまして説明を終わりま

す。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

○議長（程内覺君） 

  説明が終わりました。 

 これから質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

○１０番（松浦司君） 

  ただ今の説明の中で、入札に参加した業者は３社だということでございますが、町内業

者は何社あったのか。それと、入札に対する落札率をお聞きしたいと思います。それと関

連しているのでお聞きしたいと思いますが、先に執行された法面工事の指名競争入札で不

落札があったと思いますが、その時の指名業者の業者名を教えてください。 

○議長（程内覺君） 

  答弁を求めます。 

○町長（兵頭誠亀君） 

 ただ今の質問に対して、総務財政課長に説明させます。 

○総務財政課長（佐竹誠君） 

  落札率につきましては、約９０％を下回っているというような状況であります。町内業

者につきましては、参加がなくゼロということでございます。以上です。 

 不落については確認をさせていただきたいと思います。 

○１０番（松浦司君） 

  休憩はいりませんが、質問の方法を変えたいと思いますけど、今回の一般競争入札の落

札予定者と前回の指名競争入札で不落になった入札の指名業者の中にその業者がいるか、

いないかお聞きしたいと思います。 

○町長（兵頭誠亀君） 

  お答えいたします。その業者はいます。 

○１０番（松浦司君） 

  不落札で入札を辞退した業者と今回の一般競争入札の落札予定者が同業者ということ

で認識してよろしいですか。 

○町長（兵頭誠亀君） 

  そのとおりでございます。 

○１０番（松浦司君） 

 議長。 

○議長（程内覺君） 

  松浦議員、次の質問で４回目になりますが、議長が特別に許可したいと思います。質問

をどうぞ。 

○１０番（松浦司君） 
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  それでは、今回の落札予定業者と辞退をした同じ法面工事だと思いますが、辞退した業

者を今回の落札予定者と決めた理由をお聞かせ願いたいと思います。入札参加の資格審査

会で保留にして検討されていると思いますが、同じ法面工事で辞退をした業者を今回は採

用するに至った経緯を教えていただきたいと思います。 

○町長（兵頭誠亀君） 

  副町長から答弁をさせます。 

○副町長（井上健司君） 

  ただ今の松浦議員のご質問にお答えいたしますけれども、辞退があったというのは事実

でございますけれども、辞退の事由というか理由というかそれについてはそれぞれ業者の

事情があって辞退をされたと受け取っております。そういったことで、その辞退があった

ということで今回の落札とは無関係であるという判断で落札者として決定したというこ

とであります。以上です。 

○議長（程内覺君） 

  松浦議員、了解ですか。  

○１０番（松浦司君） 

  はい。 

○議長（程内覺君） 

  ほか質疑はありませんか。 

 （「質疑なし」の声あり） 

○議長（程内覺君） 

  質疑なしと認めます。 

 これから討論を行います。 

 討論はありませんか。 

 （「討論なし」の声あり） 

○議長（程内覺君） 

  討論なしと認めます。 

 これから議案第３１号、工事請負契約（平成３０年７月豪雨災害林道復旧事業林道広見

日吉線１号箇所災害復旧工事）の締結についてを採決します。 

 本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

 （「異議なし」の声あり） 

○議長（程内覺君） 

  異議なしと認めます。 

 したがって、議案第３１号は、原案のとおり可決されました。 

 

 日程第８、同意第２号、鬼北町消防委員の選任についてを議題とします。 

 地方自治法第１１７条の規定により、高橋聖子議員、末廣啓議員、松下純次議員の退場

を求めます。 

 町長から提案理由の説明を求めます。 

○町長（兵頭誠亀君） 

  日程第８、同意第２号、鬼北町消防委員の選任について提案理由の説明をいたします。
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消防委員会委員につきましては、鬼北町消防委員会条例第４条の規定に定めるところによ

り、消防関係者から３人、町議会議員から３人、学識経験者から３人の計９人を選任する

ことになっております。このうち町議会議員の中から選任する委員につきましては、同条

例第５条の規定により、議会の議決を要するものであります。 

今回選任いたします消防委員は、住所鬼北町大字川上２０２２番地１、高橋聖子、昭和

３５年６月２６日生まれ。 

鬼北町大字清水４１６番地３、末廣啓、昭和３１年７月１１日生まれ。 

鬼北町大字近永７７０番地、松下純次、昭和２６年１月９日生まれ。 

以上の３人であります。 

 よろしくご審議の上、ご同意いただきますようお願いいたします。 

○議長（程内覺君） 

  お諮りします。 

 本件については、質疑討論を省略したいと思います。 

 これに、ご異議ありませんか。 

 （「異議なし」の声あり） 

○議長（程内覺君） 

 異議なしと認めます。 

したがって、質疑討論を省略することに決定しました。 

末廣啓議員、松下純次議員の入場を許可します。 

これから、同意第２号、鬼北町消防委員の選任についてを採決します。 

高橋聖子議員に同意することに賛成の方は起立願います。 

（起立全員） 

○議長（程内覺君） 

 起立全員です。 

したがって、高橋聖子議員に同意することに決定しました。 

地方自治法第１１７条の規定により、末廣啓議員の退場を求めます。 

高橋聖子議員の入場を許可します。 

末廣啓議員に同意することに賛成の方は起立願います。 

（起立全員） 

○議長（程内覺君） 

 起立全員です。 

したがって、末廣啓議員に同意することに決定しました。 

地方自治法第１１７条の規定により、松下純次議員の退場を求めます。 

末廣啓議員の入場を許可します。 

松下純次議員に同意することに賛成の方は起立願います。 

（起立全員） 

○議長（程内覺君） 

 起立全員です。 

したがって、松下純次議員に同意することに決定しました。 

松下純次議員の入場を許可します。 
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ここでしばらく休憩します。 

 

休憩  午前 ９時５１分 

再開  午前１０時００分 

 

○副議長（芝照雄君） 

  休憩前に引き続き会議を開きます。 

  議事の都合により、副議長が議長の職務を行います。 

  ただ今、議長程内覺議員から議長の辞職願が提出されました。 

  お諮りします。 

  議長の辞職許可についてを日程に追加し、追加日程第１として直ちに議題とすることに  

 ご異議ありませんか。 

  （「異議なし」の声あり） 

○副議長（芝照雄君） 

  異議なしと認めます。 

 したがって、議長の辞職許可についてを日程に追加し、追加日程第１として直ちに議題

とすることに決定しました。 

 追加日程第１、議長の辞職許可についてを議題とします。 

 地方自治法第１１７条の規定により、程内覺議員の退場を求めます。 

 事務局長に辞職願を朗読させます。 

○事務局長（谷口浩司君） 

 令和元年５月１５日、鬼北町議会副議長、芝照雄様。鬼北町議会議長、程内覺。辞職願。

この度一身上の都合により議長を辞職したいので、許可されるよう願い出ます。 

以上です。 

○副議長（芝照雄君） 

 議長が辞職しようとするときは、鬼北町議会会議規則第９８条第２項の規定により、討

論を用いないで許否を決定することになっています。 

お諮りします。 

程内覺議員の議長の辞職を許可することに、ご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○副議長（芝照雄君） 

 異議なしと認めます。 

したがって、程内覺議員の議長の辞職を許可することに決定しました。 

程内覺議員の除斥を解きます。 

ここで、程内覺議員から挨拶を受けます。 

○１２番（程内覺君） 

 失礼をいたします。 

鬼北町議会議長を退任するにあたりまして一言ご挨拶を申し上げます。 

光陰矢の如しといった言葉もありますが、本当にあっという間の２年間でございまし

た。在任中におきましては、鬼北町議会議員、また、行政関係者、町民の皆様には公私に
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わたりましてご厚情ご支援をいただきましたこと衷心よりお礼を申し上げます。本当にあ

りがとうございました。また、この期間中には、思ってもみませんでした巡りあわせによ

りまして、愛媛県町村議会議長会の会長ほか多くの要職に就くことができましたが、議会

事務局はじめ関係各位の皆さんのご指導のもと、任務を何とか果たすことができました。

これもひとえに皆様のおかげと感謝を申し上げ、ただ今は安堵しているところでございま

す。これによりまして多くの友人や知人ができまして、私にとっては大きな財産となりま

した。本当に皆様方に感謝する次第でございます。 

終わりになりますが、鬼北町議会の益々の発展と鬼北町の町づくりの思いの発展、また、

皆様のご健勝とご多幸、ご活躍をご祈念を申し上げまして、退任の挨拶とさせていただき

ます。 

本当にお世話になりありがとうございました。 

○副議長（芝照雄君） 

  ただ今、議長が欠けました。 

  お諮りします。 

  議長の選挙を日程に追加し、追加日程第２として直ちに選挙を行いたいと思います。 

  これにご異議ありませんか。 

  （「異議なし」の声あり） 

○副議長（芝照雄君） 

 異議なしと認めます。 

したがって、議長の選挙を日程に追加し、追加日程第２として直ちに選挙を行うことに

決定しました。 

追加日程第２、議長の選挙を行います。 

選挙は投票で行います。 

議場の出入口を閉めます。 

ただ今の出席議員は、１２名です。 

次に立会人を指名します。 

鬼北町議会会議規則第３２条第２項の規定により、立会人に、３番、末廣啓議員、４番、

山本博士議員を指名します。 

投票用紙を配ります。 

投票用紙の配布漏れはありませんか。 

配布漏れなしと認めます。 

投票箱を点検します。 

異常なしと認めます。 

ただ今から投票を行います。 

念のため申し上げます。投票は単記無記名です。 

白票は無効とします。 

記載は自席で行ってください。 

１番議員から順番に投票願います。 

（高橋聖子議員から程内覺議員まで順次投票） 

○副議長（芝照雄君） 



  １７  

 投票漏れはありませんか。 

投票漏れなしと認めます。 

投票を終わります。 

開票を行います。 

３番、末廣啓議員、４番、山本博士議員の開票の立会いをお願いします。 

（開票作業） 

○副議長（芝照雄君） 

 選挙の結果を報告します。 

投票総数１２票。そのうち有効投票１２票、無効投票０票。 

有効投票のうち、渡邊眞次議員１１票、芝照雄議員１票、以上のとおりです。 

この選挙の法定得票数は、３票です。 

したがって、渡邊眞次議員が議長に当選されました。 

議場の出入口を開きます。 

ただ今、議員に当選されました渡邊眞次議員が議場におられますので、本席から、鬼北

町議会会議規則第３３条第２項の規定による当選の告知をします。 

ここで、新議長のご挨拶を受けます。 

○議長（渡邊眞次君） 

 ただ今の議長への選任ありがとうございました。 

議長になりました限りは、先人の志を受け継ぎ、全身全霊で努力してまいりたいと思い

ます。町民の思いに寄り添い、期待に応えられるよう頑張ってまいります。そのためには

皆様のご協力が欠かせません。どうぞ２年間よろしくお願いいたします。 

○副議長（芝照雄君） 

  これで、副議長の職務が終わりましたので、議長と交代します。 

 ご協力誠にありがとうございました。 

 渡邊議長、議長席へお着きください。 

○議長（渡邊眞次君） 

 しばらく休憩します。 

 

休憩  午前１０時１６分 

再開  午前１０時１８分 

 

○議長（渡邊眞次君） 

 休憩前に引き続き会議を開きます。 

ただ今、副議長芝照雄議員から副議長の辞職願が提出されました。 

お諮りします。 

副議長の辞職許可についてを日程に追加し、追加日程第３として直ちに議題とすること

にご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（渡邊眞次君） 

 異議なしと認めます。 
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したがって、副議長の辞職許可についてを日程に追加し、追加日程第３として直ちに議

題とすることに決定しました。 

追加日程第３、副議長の辞職許可についてを議題とします。 

地方自治法第１１７条の規定により、芝照雄議員の退場を求めます。 

事務局長に辞職願を朗読させます。 

○事務局長（谷口浩司君） 

 令和元年５月１５日、鬼北町議会議長、渡邊眞次様。鬼北町議会副議長、芝照雄。辞職

願。この度一身上の都合により副議長を辞職したいので許可されるよう願い出ます。 

以上です。 

○議長（渡邊眞次君） 

 副議長が辞職しようとするときは、鬼北町議会会議規則第９８条第２項の規定により、

討論を用いないで許否を決定することになっています。 

お諮りします。 

芝照雄議員の副議長の辞職を許可することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（渡邊眞次君） 

  異議なしと認めます。 

 したがって、芝照雄議員の副議長の辞職を許可することに決定しました。 

 芝照雄議員の除斥を解きます。 

 ここで、芝照雄議員から挨拶を受けます。 

○７番（芝照雄君） 

 失礼します。 

私２年間、前程内議長のもと副議長として務めさせていただきましたが、何分分からず

副議長になりまして、職務を遂行できたかどうか今反省をしているところであります。今

後は一議員として皆様と一緒に町民のために議会活動をしていきたいと思っております

のでよろしくお願いします。 

誠にありがとうございました。 

○議長（渡邊眞次君） 

 ただ今、副議長が欠けました。 

お諮りします。 

副議長の選挙を日程に追加し、追加日程第４として直ちに選挙を行いたいと思います。 

これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（渡邊眞次君） 

  異議なしと認めます。 

 したがって、副議長の選挙を日程に追加し、追加日程第４として直ちに選挙を行うこと

に決定しました。 

 追加日程第４、副議長の選挙を行います。 

 選挙は投票で行います。 

 議場の出入口を閉めます。 
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 ただ今の出席議員は、１２名です。 

 次に、立会人を指名します。 

 鬼北町議会会議規則第３２条第２項の規定により、立会人に３番、末廣啓（たかし）議

員、４番、山本博士議員を指名します。 

 投票用紙を配ります。 

 名前の訂正をします。立会人３番、末廣啓（あきら）議員お願いします。 

 投票用紙の配布漏れはありませんか。 

 配布漏れなしと認めます。 

 投票箱を点検します。 

 異常なしと認めます。 

 ただ今から投票を行います。 

 念のため申し上げます。投票は、単記無記名です。 

 白票は無効とします。 

 記載は自席で行ってください。 

 １番議員から順番に投票願います。 

 （高橋聖子議員から程内覺まで順次投票） 

○議長（渡邊眞次君） 

  投票漏れはありませんか。 

 投票漏れなしと認めます。 

 投票を終わります。 

 開票を行います。 

 ３番、末廣啓議員、４番、山本博士議員開票の立会いをお願いします。 

 （開票作業） 

○議長（渡邊眞次君） 

 選挙の結果を報告します。 

投票総数１２票。そのうち有効投票１２票、無効投票０票。 

有効投票のうち、福原良夫議員１２票、以上のとおりです。 

この選挙の法定得票数は３票です。 

したがって、福原良夫議員が副議長に当選されました。 

議場の出入口を開きます。 

ただ今、副議長に当選されました福原良夫議員が議場におられますので、本席から鬼北

町議会会議規則第３３条第２項の規定による当選の告知をします。 

ここで、新副議長のご挨拶を受けます。 

○副議長（福原良夫君） 

  失礼いたします。 

今回、副議長を務めることになりました福原でございます。微力ではありますが、町政

進展のため全力を尽くす所存でございますので、皆様方のご協力をなお一層お願いいたし

たいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。 

○議長（渡邊眞次君） 

 しばらく休憩します。 
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休憩  午前１０時３３分 

再開  午前１０時３５分 

 

○議長（渡邊眞次君） 

  休憩前に引き続き会議を開きます。 

 お諮りします。 

 議席の指定を日程に追加し、追加日程第５として直ちに議席の指定を行うことにご異議

ありませんか。 

 （「異議なし」の声あり） 

○議長（渡邊眞次君） 

 異議なしと認めます。 

したがって、議席の指定を日程に追加し、追加日程第５として直ちに議席の指定を行う

ことに決定しました。 

追加日程第５、議席の指定を行います。 

 議席は、鬼北町議会会議規則第４条第３項の規定により、議長において指定します。 

 １番を高橋聖子議員とし、１２番を議長とします。以下読み上げて指定します。 

 １番、高橋聖子議員、２番、中山定則議員、３番、末廣啓議員、４番、山本博士議員、

５番、赤松俊二議員、６番、松下純次議員、７番、芝照雄議員、８番、福原良夫議員、９

番、程内覺議員、１０番、松浦司議員、１１番、山崎保議員、１２番、渡邊眞次です。 

 以上のとおり指定します。 

 なお、議席の移動は後刻、休憩中に行うことにします。 

 

 日程第９、常任委員会委員の選任を行います。 

 しばらく休憩します。 

 議員の皆さんにお知らせします。 

 休憩中、協議がありますので議員控室にお集まりください。 

 

休憩  午前１０時３８分 

再開  午前１１時１０分 

 

○議長（渡邊眞次君） 

  休憩前に引き続き会議を開きます。 

 お諮りします。 

 常任委員の選任については、鬼北町議会委員会条例第７条第４項の規定により、議長に

おいて指名することにしたいと思います。 

 これにご異議ありませんか。 

 （「異議なし」の声あり） 

○議長（渡邊眞次君） 

 異議なしと認めます。 

したがって、議長から指名します。 
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総務産業建設常任委員会委員に、５番、赤松俊二議員、６番、松下純次議員、８番、福

原良夫議員、９番、程内覺議員、１１番、山崎保議員、１２番、渡邊眞次議員。 

厚生文教常任委員会委員に、１番、高橋聖子議員、２番、中山定則議員、３番、末廣啓

議員、４番、山本博士議員、７番、芝照雄議員、１０番、松浦司議員。 

以上のとおりです。 

これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（渡邊眞次君） 

  異議なしと認めます。 

 したがって、常任委員会の委員は議長指名のとおり決定しました。 

 常任委員会の正副委員長の選任については、鬼北町議会委員会条例第８条第２項の規定

により、各常任委員会において互選することとなっておりますので、これから各常任委員

会を開き、互選してください。 

 しばらく休憩します。 

 

休憩  午前１１時１２分 

再開  午前１１時１２分 

 

○議長（渡邊眞次君） 

  休憩前に引き続き会議を開きます。 

 休憩中、各常任委員会において正副委員長の互選が行われましたので報告します。 

 総務産業建設常任委員会委員長に赤松俊二議員、同副委員長に福原良夫議員。 

 厚生文教常任委員会委員長に末廣啓議員、同副委員長に高橋聖子議員。 

 以上のとおり互選された旨の報告がありました。 

 互選されました各正副委員長は、演壇へ整列願います。 

 ここで、正副委員長を代表して、赤松俊二総務産業建設常任委員会委員長から就任の挨

拶を受けます。 

○５番（赤松俊二君） 

 失礼します。それでは、代表いたしまして就任の挨拶を述べさせていただきます。 

この度、総務産業建設常任委員長に選任されました赤松俊二でございます。各正副委員

長微力ではございますが、円滑な委員会運営に努めてまいる所存でございますので、議員

各位のご協力のほどよろしくお願いいたします。以上です。 

○議長（渡邊眞次君） 

 日程第１０、議会運営委員会委員の選任を行います。 

しばらく休憩します。 

 

休憩  午前１１時１５分 

再開  午前１１時１５分 

 

○議長（渡邊眞次君） 



  ２２  

 休憩前に引き続き会議を開きます。 

お諮りします。 

議会運営委員会委員の選任については、鬼北町議会委員会条例第７条第４項の規定によ

り、議長において指名することにしたいと思います。 

これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（渡邊眞次君） 

 異議なしと認めます。 

したがって、議長が指名します。 

議会運営委員に、３番、末廣啓議員、５番、赤松俊二議員、７番、芝照雄議員、９番、

程内覺議員、１０番、松浦司議員、１１番、山崎保議員。 

以上のとおりです。 

これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（渡邊眞次君） 

  異議なしと認めます。 

 したがって、議会運営委員は議長指名のとおり決定しました。 

 議会運営委員会の正副委員長の選任については、鬼北町議会委員会条例第８条第２項の

規定により、委員会において互選することとなっておりますので、これから委員会を開き

互選してください。 

 しばらく休憩します。 

 

休憩  午前１１時１７分 

再開  午前１１時１７分 

 

○議長（渡邊眞次君） 

 休憩前に引き続き会議を開きます。 

休憩中、委員会において正副委員長の互選が行われましたので報告します。 

議会運営委員会委員長に芝照雄議員、同副委員長に程内覺議員。 

以上のとおり互選された旨の報告がありました。 

互選されました正副委員長は、演壇へ整列願います。 

ここで、芝照雄議会運営委員長から就任の挨拶を受けます。 

○７番（芝照雄君） 

  失礼します。今ほど議会運営委員の委員長の任命を受けました芝照雄です。 

前議長の程内議員が言われました議会改革を皆さんとともに進めていきたいと思います

ので、ご協力のほどよろしくお願いいたします。以上です。 

○議長（渡邊眞次君） 

 日程第１１、宇和島地区広域事務組合議会議員の選挙を行います。 

選出する議員は３人です。 

お諮りします。 
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選挙の方法については、地方自治法第１１８条第２項の規定により指名推選にしたいと

思います。 

これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（渡邊眞次君） 

  異議なしと認めます。 

 したがって、選挙の方法は指名推選で行うことに決定しました。 

 しばらく休憩します。 

 

休憩  午前１１時１９分 

再開  午前１１時１９分 

 

○議長（渡邊眞次君） 

  休憩前に引き続き会議を開きます。 

 お諮りします。 

 指名の方法については、議長において指名することにしたいと思います。 

 これにご異議ありませんか。 

 （「異議なし」の声あり） 

○議長（渡邊眞次君） 

 異議なしと認めます。 

したがって、議長において指名することに決定しました。 

宇和島地区広域事務組合議会の議員に渡邊眞次議員、福原良夫議員、赤松俊二議員を指

名します。 

お諮りします。 

ただ今、議長において指名しました渡邊眞次議員、福原良夫議員、赤松俊二議員を当選

人と定めることにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（渡邊眞次君） 

  異議なしと認めます。 

したがって、議長が指名しました渡邊眞次議員、福原良夫議員、赤松俊二議員が当選さ

れました。 

ただ今、宇和島地区広域事務組合議会の議員に当選されました渡邊眞次議員、福原良夫

議員、赤松俊二議員が議場におられますので、本席から鬼北町議会会議規則第３３条第２

項の規定により、当選の告知をします。 

当選された議員は演壇へ整列願います。 

ここで、赤松俊二議員から就任の挨拶を受けます。 

５番（赤松俊二君） 

  失礼します。代表いたしまして挨拶を述べさせていただきます。 

 鬼北町議会を代表いたしまして、地域発展のため精一杯頑張りたいと思います。どうか

よろしくお願いいたします。 
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○議長（渡邊眞次君） 

 お諮りします。 

議員の派遣についてを日程に追加し、追加日程第６として直ちに議題としたいと思いま

す。 

これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（渡邊眞次君） 

 異議なしと認めます。 

したがって、議員の派遣についてを追加日程第６として直ちに議題とすることに決定し

ました。 

追加日程第６、議員の派遣についてを議題とします。 

お諮りします。 

別紙のとおり議員を派遣することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（渡邊眞次君） 

  異議なしと認めます。 

 したがって、議員の派遣について、お手元に配りましたとおり派遣することに決定しま

した。 

 次にお諮りします。 

 ただ今可決されました議員派遣の内容について、今後変更を要するときは、その取扱い

を議長に一任願いたいと思いますが、ご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（渡邊眞次君） 

 異議なしと認めます。 

したがって、議員派遣の内容に変更を要するときは、その取扱いについては、議長に一

任することに決定いたしました。 

○議長（渡邊眞次君） 

  以上で、本臨時会に付議された事件は、すべて終了しました。 

 町長から閉会の挨拶を受けます。 

○町長（兵頭誠亀君） 

 令和元年第２回鬼北町議会臨時会に提案いたしておりました専決処分３件、議案１件、

同意案件１件につきましては、原案のとおり議決いただき誠にありがとうございました。 

さて、本日は議会人事がございました。選任されましたそれぞれの議員各位には、各分

野においてご協力をよろしくお願いいたします。 

前議長程内氏、前副議長芝氏におかれましては、２年間大変ご苦労様でございました。

私自身就任早々の町政運営に対しまして、着実な議会運営、人生経験豊富なアドバイス、

７月豪雨災害時の早急な対応策へのご理解、ご協力をいただきまして深く感謝申し上げま

す。 

さらに、程内氏におかれましては、愛媛県町村議会議長会長、四国町村議会会長職を兼

任され、本当にご多忙であったことと存じます。お疲れ様でございました。お二人には今
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後とも町政発展のためご尽力いただきますようお願い申し上げます。 

新しくお務めいただく渡邊議長、福原副議長におかれましては、令和の新しい時代の鬼

北町がより良き方向に向かいますようご指導いただき、鬼北町の議会運営にご尽力を賜り

ますよう説にお願いを申し上げます。 

さて、すでに新年度もひと月あまりが経過し、平成の年が幕を閉じ、新たな令和元年の

年を迎えております。私といたしましても、より一層新たな思いを胸に抱き、町政の発展

に邁進いたしたいと考えているところであります。議員各位におかれましても、今後とも

引き続きご支援とご協力をいただきますようお願い申し上げまして令和元年第２回鬼北

町議会臨時会の閉会挨拶とさせていただきます。ありがとうございました。 

○議長（渡邊眞次君） 

  これで本日の日程は、全部終了しました。 

 会議を閉じます。 

 令和元年第２回鬼北町議会臨時会を閉会します。 

○事務局長（谷口浩司君） 

  起立願います。 

 礼。 

 

 閉会  午前１１時２６分 
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 以上会議の経過は、書記の記載したものであるが、その内容が正確であることを証する

ためここに署名する。 
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